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土
地
の
評
価
替
え
は
、
地
価
の
変
動
な

ど
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
上
の
図
の
よ

う
な
流
れ
で
行
い
ま
す
。
土
地
の
評
価
額

は
、
道
路
に
接
す
る
標
準
的
な
土
地
１
㎡

あ
た
り
の
価
格
で
あ
る
「
路
線
価
」
を
も

と
に
計
算
し
ま
す
。

市
内
全
域
で
地
価
が
下
落
し
て
い
る
た

め
、「
商
業
地
」「
住
宅
地
」
と
も
に
評
価

額
も
下
が
っ
て
い
ま
す
が
、
新
し
い
道
路

が
開
通
し
た
り
、
道
路
の
拡
幅
な
ど
、
路

線
に
変
化
が
あ
っ
た
付
近
の
土
地
に
つ
い

て
は
、
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
評
価
額
が

上
昇
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

土
地
の
課
税
は
、
全
体
的
な
利
用
状
況

を
も
と
に
課
税
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
部

分
的
に
わ
ず
か
な
差
が
あ
っ
て
も
、
細
か

く
分
け
ず
に
評
価
を
行
い
、
課
税
し
ま
す
。

土
地
の
利
用
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
課

税
内
容
が
変
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
納
税
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
課
税
明
細
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

土
地
の
固
定
資
産
税
の
額
を
定
め
る
元

と
な
る
「
課
税
標
準
額
」
は
、
過
去
か
ら

の
評
価
額
と
関
係
し
ま
す
。

土
地
の
評
価
額
は
、
平
成
５
年
度
以
前

固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
は
、
税
額

の
算
定
基
礎
と
な
る
土
地
と
家
屋
の
評

価
額
を
３
年
ご
と
に
見
直
す
作
業
で
す
。

新
し
い
評
価
額
で
税
額
を
計
算
し
た

平
成
18
年
度
の
固
定
資
産
税
納
税
通
知

書
は
、
５
月
８
日
（月）
に
お
送
り
す
る
予

定
で
す
。
１
期
分
の
納
期
限
は
５
月
31

日
（水）
で
す
。

問い合わせ
資産税課土地担当tel(866)2056

家屋担当tel(866)2057

用途により、状
況が類似する地
域に区分します

地域内の主要な道
路に面している標
準的な宅地を選び
ます

不動産鑑定士によ
る評価をもとに、
標準的な宅地1㎡
あたりの価格「路
線価」を決めます

路線価をもとに各宅
地の評価額を決めま
す。ただし、形状な
どにより補正を行う
場合もあります

●
評
価
額
の
決
め
か
た

商業地区

平成18年度は

固定資産税の
評価替えです

課
税
内
容
は
、
土
地
全
体

の
利
用
状
況
で
判
断

土
地
の
評
価
を
見
直
す

土
地の固

定
資
産
税

土
地

住宅地区

は
地
価
公
示
価
格
よ
り
か
な
り
低
い
額

で
、
そ
の
水
準
も
市
町
村
に
よ
っ
て
ば
ら

つ
き
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
平
成

６
年
度
に
全
国
一
律
に
地
価
公
示
価
格
の

７
割
を
め
ど
に
評
価
替
え
を
行
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
評
価
額
が
大
幅
に

上
昇
し
ま
し
た
。

本
来
は
「
評
価
額
＝
課
税
標
準
額
」
で

す
が
、
そ
の
評
価
額
を
そ
の
ま
ま
課
税
標

準
額
と
す
る
と
、
急
激
に
負
担
が
増
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
課
税
標

準
額
を
緩
や
か
に
引
き
上
げ
て
評
価
額
に

近
づ
け
て
い
く
よ
う
に
調
整
し
て
い
ま

す
。左

の
グ
ラ
フ
の
よ
う
に
、
評
価
額
に
課

税
標
準
額
が
追
い
付
い
て
い
な
い
土
地

は
、
地
価
と
評
価
額
が
下
が
っ
て
も
、
課

税
標
準
額
が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

地
価
が
下
が
っ
た
の
に

税
額
が
上
が
る
？

地価が下がっているのに
課税額が上がる土地の例
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家屋の固定資産税＝課税標準額×税率1.6％(※)

家屋の　　　 をもとに算定します

●再建築価格とは…評価の対象となった家屋とまったく同じ
ものを評価の時点において新築するとした場合に必要とさ
れる建築費です。
●経年減点補正率とは…建築後の年数経過によって家屋の価
値が下がることなどをあらわしたものです。

再建築価格×経年減点補正率

評価額

家
屋
の
評
価
替
え
は
、
平
成
15
年
度
の
評

価
替
え
以
降
、
３
年
間
の
建
築
費
の
変
動
を

反
映
し
た
新
し
い
基
準
で
算
定
し
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
18
年
度
の
新
し
い
評
価
額

が
、
評
価
替
え
前
の
価
格
を
上
回
っ
た
場
合

は
、
評
価
替
え
前
の
価
格
に
据
え
置
き
ま
す
。

家
屋
の
評
価
は
、

建
築
費
の
変
動
を
反
映

●家屋の固定資産税は

家
屋の固

定
資
産
税

家
屋

※河辺・雄和地域は平成
20年度まで1.5％です

こ
れ
ま
で
土
地
の
固
定
資
産
税
の
額

は
、
前
年
度
の
課
税
標
準
額
に
、
税
の

負
担
割
合
に
応
じ
た
調
整
率
を
か
け
て

出
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
同
じ
評

価
額
の
土
地
で
も
税
額
に
差
が
出
る
期

間
が
長
く
続
く
お
そ
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
農
地
を
除
く
土
地
の
課

税
計
算
が
見
直
さ
れ
、
税
の
負
担
割
合

が
住
宅
用
地
で
80
㌫
未
満
、
非
住
宅
用

地
で
60
㌫
未
満
の
場
合
の
課
税
標
準
額

の
計
算
式
が
変
わ
り
ま
し
た(

下
表
参

照)

。

●土地の固定資産税は

土地の固定資産税
＝課税標準額×税率1.6％(※)

をもとに算定土地全体の評価額

負担割合(％)＝
前年度課税標準額
新評価額(※)

土地全体の評価額＝１㎡あたりの評価額×面積

土地の税額を
計算してみよう！

評
価
額
か
ら
税
額
を
決
定

今
年
度
か
ら
土
地
の

課
税
計
算
が
変
わ
り
ま
す

※河辺・雄和地域は平成
20年度まで1.5％です

新評価額が900万円、前年
度課税標準額が100万円の
小規模住宅用地の場合例１

新評価額が1,200万円、前
年度課税標準額が900万円
の非住宅用地の場合例２

前年度の課税標準額を新評価額×特
例率で割って、負担割合を出します。
100万円÷(900万円×小規模住宅の特例
率1/6)＝66％(負担割合)

例１と同様に前年度の課税標準額を
新評価額で割り、負担割合を出します。
900万円÷1,200万円＝75％(負担割合)

課税標準額840万円×税率1.6％
＝134,400円です

負担割合が70％を超えたので、課税
標準額は新評価額の70％になります。
1,200万円×70％＝840万円

負担割合が80％未満なので、右下表
の計算式を使います。
100万円＋(900万円×1/6(特例率)×
５％)＝107万５千円が、当年度の課税
標準額になります。

課税標準額107万５千円×税率1.6％
＝17,200円です

●負担割合によって、課税標準額を調整

１㎡あたりの評価額は、［路線価×形状による補正率］
固定資産税の額は…

固定資産税の額は…

※小規模住宅用地の場合は1/6、一般住宅用地
の場合は1/3の特例率が適用されます

▲


